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保存に必要な整備
烏山城跡を示す象徴のひとつである各石垣の保管や修理方法といった「本質的価値の保存」や、

「防災・減災に向けた整備」、「植生管理、鳥獣被害防止」について整備を検討します。

活用のための施設整備に関わる整備
「説明板などのサイン整備」、「デジタルコンテンツによる情報発信」、「ベンチなどの便益管
理施設の整備、設置」、「環境整備」、「ガイダンス施設等の整備、設置」について整備を検討します。
現地整備だけではなく、XR（クロスリアリティ）といった先端技術も駆使したバーチャル
復元整備の活用などの最新技術を活かした
ソフト整備も検討します。
出土品や関係資料については、将来的な
ガイダンス施設の整備を検討し、効果的な
活用を図ります。

ゾーニングの設定（右図）
烏山城跡における空間ごとの活用方法に
応じた整備の方法を検討するために、ゾー
ニングを設定しました。ゾーニングの中で、
史跡地内の活用に欠かすことができない通
路の整備については、史跡の保存だけでは
なく、利用者の安全にも十分な配慮が必要
です。その上で、活用の方法の実現に向け
た整備を検討します。
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本質的価値を伝えるための整備を行う
ゾーン。
�Æ�;�º�”�ï�•
主に地域の魅力を発信する空間として、
日常的な利用やイベント活用等を促進する
整備を行うゾーン。
�-���º�”�ï�•
周辺との調和や景観向上、騒音対策のた
めに、体感ゾーンと周辺道路や隣接する住
宅地との緩衝帯となるような樹木植栽や伐
採等を行うゾーン。

史跡の整備
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「整備」の基本方針 

・烏山城跡の本質的価値を伝える整備を行う。
・ 烏山城跡が恒久的に保存活用されることを目指した整備を行う。
・ 地域の魅力を発信する空間としての整備を行う。

整備の方法

史跡整備は、地下の遺構・遺物に影響を与えないことが前提です。未調査地点の整備
においては、事前に整備に向けた確認調査を実施し、整備に反映する。

ゾーニング設定図
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史跡の運営・体制の整備

「保存活用のための運営・体制」の基本方針

烏山城跡の適切な保存活用を推進できる運営体制を構築する。

運営・体制の整備の方法

市民と那須烏山市の連携により、烏山城跡の価値を共有し、ともに保存管理に協力し
ながら、地域への愛着となる文化遺産として多方面に活用を図る。
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保存活用の体制

那須烏山市生涯学習課

社会教育施設

公民館・図書館など

周辺自治体
関係施設

教育関係者
市民・地域住民など

庁内関係課

関連する文化遺産
の土地所有者

史跡指定地の
土地所有者

文化財

グループ

文化庁・栃木県

調査整備指導委員会
保存活用事業推進委員会

那須烏山市生涯学習課

現状変更等
事業申請

指導・助言
現状変更等許可

協働　連携
発掘調査等
の実施

調査等協力

連携

意見聴取指導・助言現状変更等
申請・進達

指導・助言
現状変更等通知

普及啓発活動 庁内連携の強化普及啓発活動 庁内連携の強化

詳しくは民話
「烏山の名のおこり」へ

おまけ


